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第 号

山
口
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部

口
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十

規

口
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
日

口
県
規
則
第
二
十
九
号

虹
ヶ
丘
西
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施

有
水
面
の
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の

告成
二
十
二
年
度
危
険
物
取
扱
者
保
安

害
者
自
立
支
援
法
の
規
定
に
基
づ
く

報報
の
正
誤
（
平
成
二
十
一
年
三
月
三

目

次

則口
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正

事
等
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例

示定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
保
安
林
（

週
火
・
金
曜
日
発
行

を
改
正
す
る
規
則

四
年
山
口
県
規
則
第
二
十
一
号

則

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

山
口
県
知

行
の
認
可
（
都
市
計
画
課
）
…
…
…
…

し
ゅ
ん
功
の
認
可
（
港
湾
課
）
…
…
…

講
習
の
実
施
（
防
災
危
機
管
理
課
）
…

医
療
機
関
の
指
定
（
障
害
者
支
援
課
）

十
一
日
山
口
県
規
則
第
二
十
八
号
）
…

す
る
規
則
（
人
事
課
）
…
…
…
…
…
…

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

森
林
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

る
。

事

二

井

関

成

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

（
人
事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（火曜日）

就
職
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を

附

則

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十

山
口
県
規
則
第
三
十
号

知
事
等
の
給
与
の
特
例

知
事
等
の
給
与
の
特
例
に
関

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

別
表
知
事
の
事
務
部
局
の
項

四

平
成
二
十
二
年
度
に
お

よ
つ
て
読
み
替
え
ら
れ
る

格
者
に
子
ど
も
手
当
を
支

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

知
事
等
の
給
与
の
特
例
に
関

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る

二

平
成
二
十
二
年
度
に
お

よ
つ
て
読
み
替
え
ら
れ
る

資
格
及
び
子
ど
も
手
当
の

三

平
成
二
十
二
年
度
に
お

よ
つ
て
読
み
替
え
ら
れ
る

資
格
及
び
子
ど
も
手
当
の

第
七
十
五
条
の
二
に
次
の
二

す
る
。

第
七
十
四
条
中
第
三
号
を
第

え
る
。

二

平
成
二
十
二
年
度
に
お

九
号
）
第
十
六
条
第
一
項

る
所
属
職
員
の
子
ど
も
手

第
七
十
五
条
中
第
五
号
を
第

削
る
。

日

山
口

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十

。中
「
県
税
事
務
所
長
」
を
「
交
通

県
税

け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す

同
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基

給
す
る
こ
と
。

ら
施
行
す
る
。

す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

。け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す

同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

額
の
認
定
を
す
る
こ
と
。

け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す

同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

額
の
認
定
を
す
る
こ
と
。

号
を
加
え
る
。

四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と

け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す

の
規
定
に
よ
つ
て
読
み
替
え
ら
れ

当
の
受
給
資
格
及
び
子
ど
も
手
当

六
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号

一

県
知
事

二

井

関

成

を
改
正
す
る
規
則

一
年
山
口
県
規
則
第
二
十
七
号
）

運
輸
対
策
室
長

事
務
所
長

」
に
改
め
、
「
若

る
法
律
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定

づ
き
、
前
号
の
認
定
を
し
た
受
給

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

る
法
律
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定

る
所
属
職
員
の
子
ど
も
手
当
の
受

る
法
律
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定

る
所
属
職
員
の
子
ど
も
手
当
の
受

し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を

る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第

る
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

の
額
の
認
定
を
す
る
こ
と
。

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

の者 に資。 に給に給 加十よ一

規

則



平

一

成 年 月 日 火曜日

山
土

虹
ヶ

山 口

二市
経

場
に

（定期）県 報

森
安
林

一
を十

第 号

こ
則
の

山

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

光
虹
ヶ
丘
西
土
地
区
画
整
理
事
業

口
県
告
示
第
百
八
十
四
号

地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九

丘
西
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
日

変
更
に
係
る
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

変
更
し
な
い
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、

済
部
水
産
林
業
課
、
柳
井
市
経
済

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

の
指
定
施
業
要
件
を
次
の
よ
う
に

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
日

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係

保
安
林
の
指
定
を
す
る
件
（
平
成

す
る
件
（
平
成
十
年
農
林
水
産
省

五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
重
要
流

の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一

告

口
県
告
示
第
百
八
十
三
号

年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
四
条
第

を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

山
口
県
知

栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

栽
の
方
法
及
び
樹
種
を
、
次
の

そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林

部
農
林
水
産
課
、
美
祢
市
建
設

百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の

変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

山
口
県
知

る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
保

十
年
農
林
水
産
省
告
示
第
千
三

告
示
第
千
七
百
六
十
七
号
）
に

域
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に

し
、
改
正
後
の
知
事
等
の
給
与

日
か
ら
適
用
す
る
。

示

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
光

事

二

井

関

成

と
お
り
と
す
る
。

水
産
部
森
林
整
備
課
並
び
に
光

経
済
部
農
林
課
及
び
平
生
町
役

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

事

二

井

関

成

安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

百
一
号
）
及
び
保
安
林
の
指
定

定
め
る
と
こ
ろ
（
森
林
法
第
二

よ
る
。

の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規

山
陽
小
野
田
市
大
字

一

埋
立
区
域

位
置

１

第
一
区

山
陽
小
野
田
市
大
字

至
る
土
地
の
地
先
公
有

２

第
二
区

山
口
県
告
示
第
百
八
十
五
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十

と
お
り
公
有
水
面
の
埋
立
て
に

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十

光
市
土
地
開
発
公
社

六

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十

七

事
業
年
度

毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年

十
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三

八

公
告
の
方
法

事
務
所
及
び
現
地
に
掲
示

二

施
行
地
区

光
市
虹
ケ
丘
二
丁
目
及
び

三

事
務
所
の
所
在
地

光
市
中
央
六
丁
目
一
番
一

四

施
行
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十

五

施
行
者
の
名
称
及
び
主
た

名

称

小
野
田
字
下
若
松
九
七
〇
の
二
地

山
口

山
口

小
野
田
字
鳥
取
七
六
〇
の
一
〇
か

水
面

年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二

関
す
る
工
事
の
し
ゅ
ん
功
を
認
可

日

山
口

小
野
田
港

光
市
中
央
六
丁
目
一
番
一
号

日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十

三
月
三
十
一
日
ま
で
（
初
年
度
に

月
三
十
一
日
ま
で
）

す
る
。

同
市
虹
ケ
丘
七
丁
目
の
各
一
部

号日る
事
務
所
の
所
在
地

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

先
公
有
水
面

県県
知
事

二

井

関

成

ら
同
大
字
字
下
若
松
九
七
〇
の
二

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

港
湾
管
理
者

一
日
ま
で

あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月

二

に の 二

告

示



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県 （定期）報 第 号

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

９
の
地
点

８
の
地
点
か
ら
三

の
地
点

９
の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

点

２
の
地
点

１
の
地
点
か
ら
三

３
の
地
点

２
の
地
点
か
ら
二

４
の
地
点

３
の
地
点
か
ら
三

５
の
地
点

４
の
地
点
か
ら
三

６
の
地
点

５
の
地
点
か
ら
三

７
の
地
点

６
の
地
点
か
ら
二

８
の
地
点

７
の
地
点
か
ら
三

潮
位
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸

お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の

２

第
二
区

次
の

の
地
点
か
ら

の
地

満
潮
位
に
お
け
る
公
有
水
面
と

１
の
地
点

山
陽
小
野
田
市
大

五
七
分
二
三
・
二
九

準
点
」
と
い
う
。
）

区
域

１

第
一
区

次
の
１
の
地
点
か
ら

の
地

成
十
四
年
秋
分
の
満
潮
位
（

う
。
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と

四
年
六
月
二
十
七
日
付
け
指
令

水
面
と
の
境
界
線
（

・

・

二
三
度
四
三
分
五
七
秒
四
・
五

二
一
度
四
六
分
五
六
秒
四
・
四

一
九
度
三
三
分
〇
八
秒
四
・
四

三
七
度
五
四
分
三
一
秒
二
・
九

三
五
度
〇
二
分
一
四
秒
二
・
八

三
四
度
一
二
分
〇
一
秒
二
・
六

三
二
度
二
八
分
〇
七
秒
四
・
五

三
〇
度
四
六
分
二
〇
秒
四
・
四

二
九
度
〇
八
分
二
三
秒
四
・
四

二
七
度
〇
四
分
二
四
秒
四
・
五

二
五
度
一
九
分
〇
八
秒
四
・
三

四
五
度
四
四
分
四
七
秒
九
・
八

五
三
度
三
六
分
四
二
秒
三
・
〇

四
三
度
五
九
分
五
八
秒
三
・
二

四
二
度
四
二
分
三
八
秒
六
・
〇

四
一
度
四
一
分
二
四
秒
六
・
五

四
八
度
二
三
分
三
九
秒
二
・
九

三
九
度
二
九
分
三
八
秒
四
・
九

地
と
の
境
界
線
及
び
１
の
地
点

境
界
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び

陸
地
と
の
境
界
線
に
囲
ま
れ
た

字
小
野
田
字
番
屋
岳
の
西
須
恵

四
秒
東
経
一
三
一
度
一
〇
分
〇

か
ら
二
〇
六
度
二
一
分
四
四
秒

点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
、

・

・

＋
三
・
九
八
メ
ー
ト
ル

陸
地
と
の
境
界
線
、

の
地
点

港
湾
第
一
〇
三
一
号
で
し
ゅ
ん

＋
三
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
）
、

一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

と

の
地
点
を
結
ぶ
満
潮
位
に

の
地
点
と

の
地
点
を
結
ぶ

区
域

村
二
等
三
角
点
（
北
緯
三
三
度

四
・
七
七
三
秒
）
（
以
下
「
基

八
五
三
・
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地

の
地
点
と

の
地
点
を
結
ぶ
平

）
（
以
下
「
満
潮
位
」
と
い

と

の
地
点
を
結
ぶ
昭
和
四
十

功
認
可
さ
れ
た
埋
立
地
と
公
有

の
地
点
と

の
地
点
を
結
ぶ
満

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

か
ら
三
〇
九
度
三
二
分
三
八
秒
四

か
ら
三
一
二
度
〇
九
分
二
〇
秒
一

か
ら
三
一
二
度
四
八
分
四
七
秒
四

か
ら
二
八
四
度
二
五
分
一
三
秒
五

か
ら
二
九
五
度
四
四
分
五
一
秒
六

か
ら
二
九
八
度
一
六
分
二
五
秒
五

か
ら
二
九
九
度
三
九
分
四
四
秒
五

か
ら
三
〇
九
度
二
二
分
五
四
秒
一

か
ら
三
〇
九
度
三
八
分
三
二
秒
三

か
ら
二
一
九
度
一
八
分
五
九
秒
三

か
ら
三
〇
九
度
〇
六
分
四
〇
秒
一

か
ら
二
九
三
度
三
一
分
五
〇
秒
五

か
ら
二
九
二
度
〇
一
分
〇
七
秒
五

か
ら
二
九
〇
度
三
七
分
二
一
秒
五

か
ら
二
八
九
度
〇
五
分
〇
四
秒
四

か
ら
二
九
〇
度
五
八
分
〇
一
秒
三

か
ら
二
六
八
度
一
七
分
三
一
秒
一

か
ら
二
六
八
度
一
九
分
三
三
秒
二

か
ら
三
二
八
度
一
九
分
〇
六
秒
一

か
ら
三
〇
七
度
一
三
分
〇
六
秒
四

か
ら
三
〇
六
度
〇
八
分
〇
六
秒
四

か
ら
三
〇
三
度
四
六
分
五
一
秒
四

か
ら
三
〇
二
度
一
四
分
二
八
秒
四

か
ら
三
〇
〇
度
二
二
分
〇
三
秒
四

か
ら
二
九
八
度
二
七
分
三
四
秒
四

か
ら
二
九
六
度
五
八
分
〇
三
秒
三

か
ら
二
九
五
度
二
三
分
一
一
秒
五

か
ら
三
一
七
度
〇
二
分
五
五
秒
四

か
ら
三
一
五
度
一
七
分
二
七
秒
四

か
ら
三
一
三
度
三
八
分
〇
〇
秒
四

か
ら
四
三
度
五
三
分
〇
三
秒
二
・

か
ら
三
一
二
度
〇
四
分
二
八
秒
四

か
ら
三
一
〇
度
五
七
分
一
八
秒
四

か
ら
三
〇
九
度
三
四
分
五
四
秒
四

三

・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
四
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
五
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
四
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点



平成 年 月 日 火曜日

五

山 口

二三四

（定期）県 報 第 号

山
口
県

山
口
県
知
事

二
井

関
成

認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
二
年
四
月
八
日

２

第
二
区

一
二
六
・
三
二
平
方
メ
ー
ト

免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

平
成
十
六
年
二
月
二
十
三
日

指

関
係
図
書
を
閲
覧
で
き
る
市
町

山
陽
小
野
田
市

認
可
を
受
け
た
者

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

面
積

１

第
一
区

二
、
七
八
一
・
四
八
平
方
メ

の
地
点

の
地
点
か
ら
一

の
地
点

の
地
点
か
ら
七

の
地
点

の
地
点
か
ら
一

の
地
点

基
準
点
か
ら
二
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

ル令
港
湾
第
七
号
の
五

四
四
度
二
二
分
一
六
秒
六
・
九

四
四
度
二
九
分
四
六
秒
六
・
九

四
四
度
二
七
分
三
八
秒
六
・
二

四
四
度
三
九
分
四
七
秒
二
〇
・

四
四
度
三
八
分
二
二
秒
八
・
六

ー
ト
ル

一
七
度
一
五
分
三
八
秒
八
七
・

八
度
四
四
分
一
五
秒
三
四
・
〇

四
二
度
一
〇
分
五
三
秒
一
六
一

〇
度
〇
七
分
三
二
秒
八
二
二
・

四
一
度
五
四
分
五
七
秒
三
・
七

四
三
度
〇
五
分
五
五
秒
三
・
七

四
三
度
三
八
分
〇
八
秒
三
・
七

四
三
度
五
三
分
三
九
秒
三
・
七

六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〃

〃

二
六

〃

〃

一
〇

〃

〃

一
七

〃

〃

二
〇

〃

〃

二
四

〃

〃

二
五

〃

〃

九

〃

〃

二
一

〃

〃

二
七

〃

〃

二
八

〃

八
、

五

一

受
講
対
象
者

消
防
法
第
十
三
条
の
二
十

扱
作
業
に
従
事
す
る
危
険
物

二

講
習
の
日
時
及
び
場
所

給
油
取
扱
所
に
お
い
て

日

平
成
二
二
、

七
、

二

公

（
一
一
七
）
平
成
二
十
二
年
度

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

十
二
年
度
危
険
物
取
扱
者
保
安

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十

午
後
一
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

山
口
県
民
文

〃

長
門
市
東
深

山
口
県
漁
業

午
後
一
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

下
関
市
豊
北

角
島
漁
業
協

午
前
九
時
か
ら

正
午
ま
で

山
口
市
大
手

山
口
県
教
育

〃

長
門
市
三
隅

山
口
県
漁
業

〃

防
府
市
駅
南

山
口
短
期
大

正
午
ま
で

〃

下
関
市
消
防

〃

下
松
市
大
字

中
国
電
力
株

〃

宇
部
市
大
字

山
口
宇
部
農

〃

周
南
市
鼓
海

財
団
法
人
周

〃

下
関
市
消
防

山
口

三
に
規
定
す
る
製
造
所
、
貯
蔵
所

取
扱
者

危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
す
る

時

場

午
前
九
時
か
ら

光
地
区
消
防

告

危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
の
実
施

律
第
百
八
十
六
号
）
第
十
三
条
の

講
習
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す

日

化
ホ
ー
ル
い
わ
く
に

川
一
一
一
一
の
二

協
同
組
合
湊
支
店

町
大
字
角
島
二
一
七
一
の
三

同
組
合

町
二
番
一
八
号

会
館

下
三
七
〇
九
の
三

協
同
組
合
野
波
瀬
支
店

町
八
番
三
〇
号

学
オ
ー
プ
ン
カ
レ
ッ
ジ

訓
練
セ
ン
タ
ー

平
田
四
八
四

式
会
社
下
松
発
電
所

川
上
七
四

業
協
同
組
合

二
丁
目
一
一
八
の
二
四

南
地
域
地
場
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

訓
練
セ
ン
タ
ー

県
知
事

二

井

関

成

又
は
取
扱
所
に
お
い
て
危
険
物
の

危
険
物
取
扱
者
に
対
す
る
講
習

所

組
合
消
防
本
部

二
十
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成

。

四

取 二

公

告



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県 （定期）報 第 号

〃

〃

一
六

〃

〃

一
〇
、

一

〃

〃

〃

五

〃

〃

〃

二
一

〃

〃

〃

二
二

午
前

正
午

〃

〃

二
六

午
後

午
後

〃

一
一
、
一
一

〃

〃

〃

二
九

〃

〃

〃

三
〇

午
前

正
午

〃

八
、
一
一

午
後

午
後

〃

〃

二
七

午
前

正
午

〃

九
、
一
〇

午
後

午
後

〃

〃

三
〇

〃

定
す
る
特
定
事
業
所
に
お
け
る
危

危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
す
る

日

平
成
二
二
、

七
、
二
一

午
後

午
後

〃

〃

二
七

〃

〃

〃

二
八

〃

〃

九
、

七

午
前

正
午

〃

〃

一
六

〃

〃

〃

一
七

〃

〃

一
〇
、
一
九

〃

〃

一
一
、
一
六

〃

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防

財
団
法
人
周
南
地

〃〃 財
団
法
人
周
南
地

山
口
県
民
文
化
ホ

周
南
市
新
南
陽
ふ

〃

九
時
か
ら

ま
で

山
陽
小
野
田
市
大

西
部
石
油
株
式
会

一
時
か
ら

四
時
ま
で

宇
部
市
大
字
川
上

山
口
宇
部
農
業
協

周
南
市
鼓
海
二
丁

山
口
県
民
文
化
ホ

九
時
か
ら

ま
で

玖
珂
郡
和
木
町
和

三
井
化
学
株
式
会

一
時
か
ら

四
時
ま
で

周
南
市
新
南
陽
ふ

九
時
か
ら

ま
で

玖
珂
郡
和
木
町
和

三
井
化
学
株
式
会

一
時
か
ら

四
時
ま
で

周
南
市
新
南
陽
ふ

周
南
市
鼓
海
二
丁

険
物
施
設
（

に
掲
げ
る
危
険

危
険
物
取
扱
者
に
対
す
る
講
習

時

場

一
時
か
ら

四
時
ま
で

下
松
市
大
字
平
田

中
国
電
力
株
式
会

宇
部
市
大
字
川
上

山
口
宇
部
農
業
協

周
南
市
鼓
海
二
丁

財
団
法
人
周
南
地

九
時
か
ら

ま
で

阿
武
郡
阿
武
町
大

山
口
県
漁
業
協
同

ラ
ポ
ー
ル
ゆ
や

柳
東
文
化
会
館

萩
市
消
防
本
部

周
南
市
鼓
海
二
丁

財
団
法
人
周
南
地

止
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
八

域
地
場
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

域
地
場
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

ー
ル
い
わ
く
に

れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

字
西
沖
五

社
山
口
製
油
所

七
四

同
組
合

目
一
一
八
の
二
四

ー
ル
い
わ
く
に

木
六
丁
目
一
番
二
号

社
岩
国
大
竹
工
場

れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

木
六
丁
目
一
番
二
号

社
岩
国
大
竹
工
場

れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

目
一
一
八
の
二
四

物
施
設
を
除
く
。
）
に
お
い
て

所

四
八
四

社
下
松
発
電
所

七
四

同
組
合

目
一
一
八
の
二
四

域
地
場
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

字
奈
古
二
七
四
七

組
合
奈
古
支
店

目
一
一
八
の
二
四

域
地
場
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

十
四
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規

と
。

四

提
出
書
類

〃

一
一
、

九

〃

〃

一
二

〃

〃

一
九

〃

〃

二
五

三

受
講
申
請
書
の
提
出
期
限

各
講
習
実
施
日
の
二
十
日

（
郵
便
番
号
七
五
三

〇
八

〃

〃

一
五

〃

〃

三
〇

〃

一
〇
、

七

〃

〃

八

〃

〃

一
五

〃

〃

二
六

〃

〃

二
五

〃

九
、

一

〃

〃

三

〃

〃

八

〃

〃

一
四

及
び

に
掲
げ
る
危

す
る
危
険
物
取
扱
者
に
対

日

平
成
二
二
、

七
、

二

〃

〃

九

〃

八
、

六

〃

萩
市
消
防
本

〃

山
口
市
大
手

山
口
県
教
育

午
後
一
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

防
府
市
駅
南

山
口
短
期
大

〃

山
陽
小
野
田

及
び
提
出
先

前
ま
で
に
、
最
寄
り
の
消
防
本
部

二
一
）
社
団
法
人
山
口
県
危
険
物

〃

山
陽
小
野
田

午
前
九
時
か
ら

正
午
ま
で

周
南
市
鼓
海

財
団
法
人
周

午
後
一
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

山
陽
小
野
田

午
前
九
時
か
ら

正
午
ま
で

下
関
市
消
防

〃

柳
東
文
化
会

〃

宇
部
市
大
字

山
口
宇
部
農

午
後
一
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

防
府
市
駅
南

山
口
短
期
大

〃

山
口
県
民
文

午
前
九
時
か
ら

正
午
ま
で

光
地
区
消
防

午
後
一
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

下
松
市
大
字

中
国
電
力
株

〃

美
祢
市
大
嶺

美
祢
勤
労
者

険
物
施
設
以
外
の
危
険
物
施
設
に

す
る
講
習時

場

午
後
一
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

光
地
区
消
防

〃

下
関
市
消
防

午
前
九
時
か
ら

正
午
ま
で

光
市
大
字
光

武
田
薬
品
工

五

部町
二
番
一
八
号

会
館

町
八
番
三
〇
号

学
オ
ー
プ
ン
カ
レ
ッ
ジ

市
消
防
本
部

又
は
山
口
市
葵
二
丁
目
五
番
六
九

安
全
協
会
連
合
会
に
提
出
す
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防
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市
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自
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援
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七
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医
療
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さ
せ
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医
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機
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収
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